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会  議  次  第 
 
 
１ 開  会 
 
 
２ 議  事 

   報告事項 

① 令和５年 宇都宮市 二十歳を祝う成人のつどいの実施状況について【資料１】 

 

   ② 第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画について        【資料２】 

    

   協議事項 

① 令和５年度 社会教育行政の基本方針及び重点施策について 【資料３】 

 

② 令和５年度 文化行政の基本方針及び重点施策について   【資料４】 

 

③ 令和５年度 社会教育関係団体に対する補助について    【資料５】 

 

 

３ そ の 他         
・ 令和５年度宇都宮市立小・中学校の「土曜授業」の実施予定日について     

【資料６】 
 
４ 閉  会 
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令和５年宇都宮市二十歳を祝う成人のつどいについて（実施状況報告） 

 

 
１ 開催日時等 

   開催日 
令和５年１月８日（日） 

 
   開催時間 

・午前開催（１０：００～１２：００） 
１４中学校区／旭・陽南・星が丘・陽東・宮の原・瑞穂野・豊郷・晃陽 

姿川・雀宮・鬼怒・上河内・古里・河内中学校区 
 

・午後開催（１４：００～１６：００） 
１１中学校区／一条・陽北・陽西・泉が丘・清原・横川・国本・城山 

宝木・若松原・田原中学校区 
 
 
２ 出席状況等 

  平成１４年４月２日～平成１５年４月１日の間に生まれた本市在住者 
※ 本市出身者で市外に転出した等，特別な事情が認められる者も対象 
 

 令和５年(令和４年度) 令和４年(令和３年度) 
 該当者 出席者 該当者 出席者 

総数 ５，４３８人 ３，８８０人 ５，４２４人 ３，９５１人

出席率 ７１．３％ ７２．８％ 
内訳  

 市民 ４，６９２人 － ４，７８２人 －

市外住民 ６３３人 － ５５１人 －

外国人住民 １１３人 ５人 ９１人 １人

 
 
 
 
 
 

資料１ 



 

【参考】式典の様子 
 
（古里中学校区会場 ホテル東日本宇都宮） 

 
 
（陽西中学校区会場 ライトキューブ宇都宮 大ホール） 

 



「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」について 

 

◎趣 旨  「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」の内容について報告す

るもの  
 
１ 策定の目的 

 本市においては，平成３０年３月に作成した「第３次宇都宮市地域教育推進計

画」に基づき，様々な施策に取り組んできたが，社会環境の変化に伴い，これま

で以上に個人の学びや人々の協働が重要となっている中，本市の進めるスーパ

ースマートシティの原動力でもある，地域を支える「人づくり」に取り組む「地

域教育」は，より一層の推進が求められていることから，現行計画の中間見直

しを行い，新たに「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」を策定する。  
 

２ 計画の位置付け 

・  第６次宇都宮市総合計画の分野別計画  
・  「うつのみや人づくりビジョン（宮っ子未来ビジョン）」で示す人づくりの指

針を受ける計画  
・「第２次宇都宮市読書活動推進計画」を包含した計画  

 
３ 計画期間 

令和５年度～令和９年度までの５年間 

 

４ 策定の体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 策定の経過 

  令和４年７月～ 庁内策定委員会（３回）  
  令和４年８月～ 社会教育委員の会議における意見聴取（２回）  
          生涯学習センター運営審議会における意見聴取（１回）  
 

 

 

 

 
財政課，政策審議室，SSC 推進室，

みんなでまちづくり課，保健福祉

総務課，子ども未来課，環境政策

課，産業政策課，都市計画課，教育

企画課，生涯学習課，中央図書館  

・社会教育委員の会議  
・生涯学習センター運

営審議会  

庁議  教育委員会  

策定委員会〔関係各課長等〕

附属機関

パブリックコメント  

意見聴取  

公表  

意見  

作業部会〔関係各課係長〕

資料２ 



６ 計画の内容・特徴等 

   内 容 

・「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」概要版    別紙１ 

・「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」のイメージ図 別紙２ 

・「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」本編     別紙３ 

 

   前期計画からの体系等の見直し 

・令和４年度に終了する「第２次読書活動推進計画」については，さらなる

読書活動の推進に向けて，地域教育において一体的に事業に取り組んでい

くこととし，本計画に統合した。  
 
・市民が学習や活動を行う環境について，施設のハード面だけでなく，学習・

活動機会の充実，情報提供・相談機能の強化などを図るため，新たに「基

本目標４」に環境づくりを位置づけた。  
 

 ・社会的課題が多様化・複雑化する中，情報，環境，福祉分野などの学習に

関する事業を新たに位置づけたほか，まちづくり，男女共同参画など，こ

れまで連携していた分野についても，関係課と共に企画・実施する新たな

事業を創出し，さらなる取組の充実を図っていく。  
  

   後期計画の特徴  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
７ 今後のスケジュール 

   

  令和５年 ２月 庁議付議 

          ホームページ等に掲載し，広く周知 

   
デジタルの活用によ

り，現代社会に応じた

学び，交流を展開し，

障がい者や外国人な

ど，誰もが学びに参加

できる，ともに学べる

環境づくりを目指す 

デジタル
の活用

地域共生
社会

子どもも大人も自ら

学び，豊かな人間性を

培う読書活動を推進

し，市民が様々な課題

を主体的に解決する能

力の向上を図るととも

に，課題解決のサポー

ト体制の充実を目指す

読書活動
の推進

課題解決力
の向上

大学や企業等と連携

した多様な講座を展開

し，市民のスキルアッ

プやキャリアアップを

促すとともに，様々な

活動や就労へとつなげ

る人材育成を目指す 

 
大学・企業等
との連携

人材育成



  

今後，地域教育推進を推進する上での課題を，前期計画

の基本目標ごとに以下のとおりまとめた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画【概要版】

第４章 地域教育推進の課題

基本目標１ 個人の主体的な学習の推進 
 
・新しいデジタル技術を活用した学習やつながりづ

くり等の検討が必要 

・様々な困難を抱える人たちへの学習機会の充実，

多様な分野が連携・協力した学習機会の創出 

・市民ニーズを捉えながら，学習機会，図書サービ

ス等の工夫や充実を図り，学ぶ意欲を引き出して

いくことが必要 

基本目標２ 地域・学校・家庭が連携・協力した教育

活動の推進 
 
・子育て家庭に対する学習機会の提供や，読み聞か

せ等の重要性を伝える取組とともに，個別具体的

できめ細かい家庭教育支援の取組が必要 

・コミュニティ・スクールの課題や必要性を精査し

ながら，各協議会の活動の充実を図ることが必要

・コロナ禍においても，地域の様々な主体が連携し

て子どもを育てる意識の高揚，活動の充実が必要

基本目標３ 様々な場面で学んだ成果を生かした活

動の推進 
 
・様々な分野で多様化・複雑化する課題の解決に向

けて，指導者等の人材育成が必要 

・再就職，転職等，求める能力を身につけることが

できるよう，高等教育機関や企業等と連携して高

度な学習の場へつなぐ取組の充実が必要 

・地域理解を促す取組や郷土愛を育む取組等によ

り，地域を支える人材を育成していくことが必要

※ 上記，基本目標にあてはまらない課題  
 
・図書館における誰もが利用しやすいバリアフリー

環境の整備や資料の充実，デジタル技術活用等，

読書環境の充実が必要 

・生涯学習センター等におけるデジタル化の対応や

多言語表記など，誰もが利用しやすい環境整備が

必要 

・レファレンスサービス，学習相談など，学習課題

を解決へと導く相談機能の認知度向上やサービス

の充実を図ることが必要 

〇計画の必要性  

社会環境の激しい変化に伴い，多岐にわたる課題

が顕在化する中，市民一人ひとりが社会の変化に柔

軟に対応し，社会や地域の様々な場面で活躍する社

会の実現に向けて，学びを通した「人」づくりに取

り組む本計画を策定する。 

〇地域教育について  

地域教育とは，「社会教育行政」が担う「成人教

育」，「家庭教育支援」等を「地域」を意識し，社会

の要請（社会的課題，人材育成等）に応える教育 

※ 学習とは，講座や授業などで人から習うことだけ

でなく，読書や芸術鑑賞など，豊かな人間性を育

む個人の趣味活動なども含めた幅広い行為を指す。 

〇計画の位置づけ 

 「第６次宇都宮市総合計画」の分野別計画であり，

本市社会教育行政の最も基本となる計画とする。 

また，令和４年度に終了する「第２次宇都宮市読

書活動推進計画」を包含した計画とする。 

〇計画期間   

令和５年度～９年度までの５年間 

第１章 計画について 
１ 地域教育を取り巻く状況 

〇社会情勢の変化 

・人口減少，少子超高齢社会    ・デジタル化，グローバル化 ・感染拡大に伴う生活様式の変化   

・地域における人間関係の希薄化 ・産業構造，雇用形態の変化  ・地域共生社会に向けた取組の推進

〇国・県等の動向 

・（子どもの読書活動推進）家庭での読書の習慣付け，図書館における情報化の推進 

・（読書バリアフリー）アクセシブルな書籍・電子書籍等の普及・提供・拡充など，誰もが自分に合った

方法で読書できる社会の実現 

・（中教審）共生社会を目指し，誰一人取り残さない社会的包摂(※)を実現する生涯学習の機会の提供 

           地域コミュニティづくり等における社会教育施設の役割の明確化・機能強化 

社会教育士等の社会教育人材の養成と活躍機会の拡充  

社会的包摂の実現に向けた障がい者の生涯学習の推進，推進を担う人材の育成・確保 

・（県生涯学習推進計画）「自立」，「協働」，「創造」と生涯学習の基盤づくり 
 
２ 市民意識調査の結果（R3 調査）※前回調査は H28 

・学習活動をしている市民の割合は減少 (H28:38.3％ ⇒ R3:23.9％) 

・家庭の教育力は，低下していると「思う」は減少(42.1％⇒30.4％),「わからない」が増加(12.0％⇒19.4％)

 ・地域の教育力の状況についても，「わからない」が増加(30.1％⇒36.7％) 
 ・読書の媒体は，「紙の本のみ」が減少(66.4％⇒48.7％)，「紙と電子書籍」が増加(13.5％⇒24.7％) 

 ・１年間で図書館や図書室を「利用した」人は減少(38.7％⇒28.9％)，「過去に利用した」人が増加(19.9％

⇒31.2％)

第２章 地域教育の現状

第３章 計画の取組と評価 

〇第３次宇都宮市地域教育推進計画前期計画の評価 

【基本目標１】 個人の主体的な学習の推進 

  コロナをきっかけとして，Zoom 等の ICT を活用した新たな手法を取

り入れ，学習機会の増加に努めたが，社会的に外出や活動の自粛があ

った中，「学習活動をしている市民の割合」は低下した。 

＜基本指標＞ 学習活動をしている市民の割合 

(H28）３８．４％  （R3）２３．９％ 

 

【基本目標２】地域・学校・家庭が連携・協力した教育活動の推進 

  コロナの影響は受けながらも，家庭教育支援に係る講座の実施や地

域協議会による地域全体での教育活動に取り組んだが，「地域における

学習支援や体験活動等の教育活動に参加した児童生徒」は，コロナの

感染拡大前の半数以下となった。 

＜基本指標＞ 地域における学習支援や体験活動等の教育活動に 

参加した児童生徒数 

（H28）１２３千人  （R3）６１千人 

 

【基本目標３】様々な場面で学んだ成果を生かした活動の推進 

  コロナの影響は受けながらも，企業やＮＰＯ，家庭教育支援活動者

等と連携し，市民の学習機会の充実や指導者となる人材の育成に取り

組んだが，「学んだことを生かして活動をしている市民の割合」は低下

した。 

＜基本指標＞ 学んだことを生かして活動をしている市民の割合 

（H28）３１．７％  （R3）２５．１％ 

〇第２次宇都宮市読書活動推進計画の評価 

【基本目標Ⅰ】一人ひとりに応じた多様な読書活動の推進 

【基本目標Ⅱ】すべての宮っ子への読書活動の推進 

  夜間の図書館を活用した講座やイベント等でのブックリストの配布，

貴重な資料のデジタル化，高校生による読書情報誌編集など，幅広い

世代に読書活動を促す取組を実施してきたが，読書をしている人の割

合は伸びていない。 

 ＜基本指標＞ 最近１年間で読書をしている人の割合 

（H28）８１．９％  （R3）７８．２％ 

 

【基本目標Ⅲ】課題解決のための図書館資源の活用促進 

【基本目標Ⅳ】読書活動を介した人と人との交流促進 

  地域情報の積極的な収集・提供やレファレンス事例の公開などによ

り，レファレンスサービスの利用者満足度は向上した。 

 ＜基本指標＞ レファレンスサービスにおける利用者満足度 

（H28）６０．３％  （R3）７０．０％ 

(※)社会的包摂： 社会的に弱い立場にある人も含め，誰もが社会に参画できるよう社会的排除の構造と要因を克服する対応 

別紙１ 



 

【主な事業】 

施策１ 学習意欲の向上に資する取組の推進 

 
重点事業 

[1]生涯学習センター等における学習機会の充実 

[2]【拡】デジタル技術を活用した学習，読書機会の充実（Zoom や動画配信，電子書籍など） 

・歴史や文化，健康づくりなど，教養を高める多様な学習機会の提供（事業番号[3]～[5]） 

・子どもの読書習慣の定着や，若い世代の図書館利用を促す事業など，読書活動の推進（事業番号[6],[7]） 

施策２ 社会性の向上に資する学習の推進 

 

重点事業 [8]コミュニケーション力向上学習の推進（参加交流型学習の実施など） 

・情報ソフトの操作などをはじめ，社会生活で必要な能力を高める学習機会の提供（事業番号[9],[10]）  

・子どもから大学生まで多世代が参加し交流する学習機会の提供（事業番号[11]） 

・職業体験，自然体験など，子どもへの体験活動の実施（事業番号[12]） 

・「宮っ子の誓い」の普及啓発などを通して人づくりの意識を高める事業の実施（事業番号[13]） 

施策３ 社会的課題に対応した取組の推進 

 

重点事業 再[9]【新】情報教育の推進 

・うつのみやデジタルスクエア，環境について学ぶ講座など，社会の変化に応じた取組の推進（事業番号[14],[15],[19],[20],[22]）

・障がいの有無や国籍，家庭の事情などに関わらず誰もが学べる機会の提供（事業番号[16],[17],[21]） 

・他者を思いやる気持ちの醸成，男女共同参画など，人権意識を高める学習機会の提供（事業番号[18]） 
 

施策４ 家庭教育支援の充実 

 

重点事業 
[23] 親学の推進（保護者が集まる機会を捉えた講話の実施や情報誌の発行） 

[24]【新】 家庭での読書習慣を育む取組の充実（ブックリスト配布や読み聞かせの実施など） 

・定期的な研修会の開催等による地域で活動する家庭教育支援活動者の育成（事業番号[25]） 

・子育てに必要な知識等を得られる講座の実施や，個々の家庭に訪問するなどアウトリーチ型の支援の実施（事業番号[26],[27]）

・子どもが気軽に立ち寄り集まる場の提供とともに，子育て家庭の状況に応じた支援を行う居場所づくり（事業番号[28]） 

施策５ 地域ぐるみによる教育活動の充実 

 

重点事業 [29] 魅力ある学校づくり地域協議会活動の充実（地域協議会の組織強化，活動支援など） 

・子どもの家，放課後子ども教室，子育てサロンなど，地域での子どもの健全育成，子育て支援（事業番号[30],[35]） 

・地域における中学生の自主学習を支援する活動の推進（事業番号[31]） 

・授業に役立つ資料や情報の提供など，学校図書館との連携の推進（事業番号[32]） 

・学校の授業等に地域の有識者等が協力する事業の実施（事業番号[33],[34]） 
 

施策６ 多様な主体による学習機会の提供 

重点事業 [36]【拡】NPO・大学・企業等と連携した学習の推進（専門技術，ノウハウ等を生かす連携の実施）

・市ＰＴＡ連合会や市子ども会連合会等との意見交換や共催事業の実施（事業番号[37]） 

・老人福祉センターや，みやシニア活動センターなどの様々な施設による講座等の開催（事業番号[38],[39]） 

・地域でスポーツに親しむ地域スポーツクラブの設立・運営の支援（事業番号[40]） 

施策７ 地域で活躍する人材の育成 

重点事業 [41]【新】地域の教育活動の担い手の育成（地域協議会や放課後子ども教室等における活動者の育成） 

・地域活動や NPO 活動に携わる人材を育てる仕組みづくり，若者のボランティア活動の促進（事業番号[42],[44]）

・障がい者に関する音訳，点訳などの奉仕員の育成，読書に関わるボランティアの育成（事業番号[43],[45]） 

・地域における子どもの体験活動指導者や社会教育主事，講座企画・運営ボランティアスタッフの育成（事業番号[46]～[48]）

施策８ 郷土愛や地域理解を促進する取組の推進 

重点事業 [49]【拡】地域学・宇都宮学講座等の充実（郷土愛や地域理解を促す講座の実施） 

・地域課題に気づき，学び，活動する「学習と活動の循環」意識した講座の実施（事業番号[50]） 

・二十歳の節目に，地域社会の一員としての自覚等を育む「二十歳を祝う成人のつどい」の実施（事業番号[51]）

・地域資料の収集，保存，提供とともに，貴重な資料のデジタル化等の実施（事業番号[52]） 

・うつのみやの歴史文化への興味関心を高める取組や，伝統文化を学ぶ事業の推進（事業番号[53]，[54]） 
 

施策９ 学習や活動を促進する環境づくり 

重点事業 
[55]【新】生涯学習センター施設，図書館施設の利用促進（貸館等の実施とともに，利便性向上の検討）

[56]【新】視覚障がい者等の読書を支える図書館サービスの充実（バリアフリー資料の作成・収集・提供など）

・地域性や利用者ニーズを考慮した生涯学習センター図書室等のサービスの充実（事業番号[57]） 

・文化祭など，学習成果を発表する機会や場の充実，施設の老朽化等への対応を含めた環境整備（事業番号[58],[59]）

施策１０学習や活動を支える機能の充実 

重点事業 [60]図書館レファレンスサービスの利用促進（課題解決を支援するレファレンス機能の強化，周知）

・ビジネス活動を支援する資料や情報の収集・提供，ウェブでの様々な学習情報の提供（事業番号[61],[62]） 

  
 
 
 
 

 

≪基本理念≫  

『学びを通して，社会の変化に対応

できる高い人間力を育むとともに，

地域ぐるみの教育活動により一人ひ

とりが活躍する社会を実現する』 

基本目標 

第６章 施策の展開 （[0]：事業番号，【新】：新規事業，【拡】拡充する事業，再:再掲） 

 

〇計画の進行管理  

・「地域教育の推進に係る関係課長等会議」におい

て，本計画における取組の進捗状況の確認を行

う。また，進捗状況については，学識経験者や学

校教育，社会教育関係者などで構成する「社会教

育委員の会議」へ報告し，意見を聴取する。 

・計画の最終年度においては，５年に１度実施する

「市民意識調査」により，市民の詳細な状況も踏

まえ，総合的な評価を行う。 

〇社会情勢の変化等に対する対応  

・計画期間中，社会情勢の大きな変化に伴い，計画

の目標値と実施状況が著しく乖離する場合や，早

急に取り組むべき学習テーマが生じる場合は，必

要に応じて「地域教育の推進に係る関係課長等会

議」および「社会教育委員の会議」において協議・

検討を行い，関係部局と調整しながら，目標値の

見直しや新たな事業の追加などを行う。 

〇計画の推進体制  

・より良い地域社会の実現に向けた施策・事業を推

進するため，地域における各主体の特性を認識・

尊重しながら積極的な連携・協働を図る。 

後期計画の特徴第５章 基本的な考え方 

第７章 計画の推進

本計画は，個人が，学びを通して他者とつながり，

能力を高め，その成果を地域で生かすことで，個人お

よび地域全体の成長，活性化を図るものであり，後期

計画においては，特に以下の内容を事業全般で意識し

ながら，さらなる地域教育の推進に取り組む。 

オンラインやデジタル機器

の積極的な活用による現代社

会に応じた学び，交流を展開

参加しやすさ，利用しやす

さによる障がい者や外国人な

ど誰もが参加できる，ともに

学べる環境づくり 

 

全国トップレベルの小中学生の

読書量のさらなる向上をはじめ，

大人にも，自ら学び，豊かな人間

性を培う読書活動を推進 

自ら学ぶ読書活動を通じて，家

庭や地域など，様々な場面で生じ

る課題を主体的に解決する能力を

高めるとともに，必要な資料，情

報の提供等で解決をサポート 

 

放送大学や市内の様々な大

学，企業等と連携し，多様な

講座を展開 

専門的で高度な学習を生か

したスキルアップ・キャリア

アップにより，地域活動や就

労等へとつなげる人材育成 

デジタル
の活用

地域共生
社会

読書活動
の推進

課題解決力
の向上

 
大学・企業等
との連携

人材育成

【基本目標１】個人の主体的な学習の推進 

 

 

 
  

〔基本指標〕 主体的に学習に取り組んでいる市
民の割合（読書活動等を含む） 

(R3)２３．９％ ⇒(R9)５０．０％ 

一人ひとりが自己実現や生活の向上，地

域社会の発展に向けて主体的に学習に取り

組んでいます。 

【基本目標２】地域・学校・家庭が連携・協
力した教育活動の推進 

 

 

  
 
〔基本指標〕 地域における学習支援や体験活動

等の教育活動に参加した活動者数
および児童生徒数 

(R3)81,171 人 ⇒(R9)170,000 人 
＜内訳＞活動者数    (R3)20,555 人⇒ 30,000 人 

児童生徒数(R3)60.616 人⇒140,000 人 

地域・学校・家庭が相互に連携・協力

した教育活動を通して，地域全体で学び

合い育ち合っています。 

【基本目標３】様々な場面で学んだ成果を
生かした活動の推進 

 

 

  
 

〔基本指標〕 地域に貢献する活動に参加してい
る市民の割合 

(R3)２９．５％ ⇒(R9)３５．０％ 

多様な主体や人がつながりを深め，

様々な場面で学んだ成果を生かして活動

しています。 

（新）【基本目標４】学習や活動を支え， 
促す環境づくり 

 

 

  
〔基本指標〕 学習や活動を行う環境に満足して

いる市民の割合 
(R3)  －  ⇒(R9) ５０．０％ 

※現時点での実績値はなし。今後，世論調査等で確認。 

学習や学んだ成果を生かした活動に，持

続的に取り組める環境が整っています。 



地域教育の基盤

【基本目標２】
地域全体が連携・協力した教育活動

行政行政行政

学校学校学校

企業企業企業

その他
の主体
その他
の主体
その他
の主体

地域地域地域

家庭家庭家庭

個人

個人の成長

学習成果の還元

生涯学習
センター

図書館

社会教育
関係施設

資料・情報提供

レファレンス
（新規）【基本目標４】

学習や活動に取り組める環境整備

地域全体の成長

教育活動を通して，
各主体同士のつながりをつくり，
「個人の成長」にも働きかける

「個人」をとりまく
地域の各主体や人

地域の各主体がつながり，
個人またはグループで
学習成果を還元，
放出していく

さらなる学習で
能力を向上

災害

コロナ

悩み

地域教育を阻害する
要因にも揺るがない基盤地域の「拠点」である学習施設，活動施設

様々な環境整備，
機能の充実

市民の学習や活動を支える
基盤を強化していく

教育

支援

支援 活動

【基本目標３】
様々な場面で学んだ成果を生かして活動

【基本目標１】

個人の主体的な学習活動

「第３次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」のイメージ図

まちづくり
センター

学習環境・機会

活動環境・機会学習相談

個人個人個人
個人個人個人

別紙２
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令和５年度 社会教育行政の基本方針及び重点施策について 

 

◎ 趣旨 

  令和５年度における社会教育行政の基本方針及び重点施策について協議するもの 

 

１ 基本方針 

本市においては，今年度，本市社会教育行政の基本計画の中間見直しを行い，「第３

次宇都宮市地域教育推進計画後期計画」を策定したことから，目標年次である令和９年

に向けて着実な地域教育の推進に取り組んでいく。 

後期計画の初年度にあたる令和５年度については，市民それぞれが自らのライフスタ

イルに合った方法で学習し，自己実現や社会で求められる能力を高めていくことができ

る学習機会の充実に力を入れていくとともに，子どもの教育の出発点となる家庭の教育

力向上や，地域における様々な活動を通して，子どもから大人まで多様な世代が交流し，

学び合い育ち合うつながりづくりに取り組んでいく。 

また，人々の生涯学習を支える基盤となる，生涯学習センターや図書館など，社会教

育施設の利便性・機能等の充実や，変化する社会の中でも安心して学べる，活動できる

環境整備，学習課題等を解決へと導く支援の充実に取り組んでいく。 

 

２ 重点施策 

(1) 個人の主体的な学習の推進に資する施策 

・「デジタル技術を活用した学習，読書機会の充実」 

誰もが，いつでもどこでも学べる機会や環境の充実に向けて，YouTube，Zoom

等を活用した講座，デジタル技術を活用した読書情報，電子書籍の提供など 

・「コミュニケーション力向上学習の推進」 

     日常生活や地域，職場など，良好な人間関係を築き，協働できる力を育むため，

多様な人とのグループワークや意見交換などの学習機会の充実 

・「情報教育の推進」 

     デジタルディバイドに対応する学習や，情報ソフトの操作，情報モラルの育成

など，社会で求められる能力を身につけられる学習機会の充実 

 

(2) 地域・学校・家庭が連携・協力した教育活動の推進に資する施策 

・「『親学』の推進」 

家庭の教育力向上を図るため，保護者が集まる機会を捉えた親学に関する講話

等の実施や情報誌の発行など 

・「家庭での読書習慣を育む取組の充実」 

   子どもが継続的に本に親しむきっかけづくりのため，集団健診時のブックリス

ト配布や生涯学習センターを含めた読み聞かせの実施，保護者のグループや育児

サークルを対象とした出前講座等の充実 

・「魅力ある学校づくり地域協議会活動の充実」 

   地域の実情に応じて円滑に活動を実施するため，地域学校協働活動推進員の育

成や「魅力ある学校づくり地域協議会」の組織強化・活動支援 

資料３ 
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(3) 学んだ成果を生かした活動の推進に資する施策 

・「ＮＰＯ・大学・企業等と連携した学習の推進」 

   企業・団体等の持つ最新技術や情報，ノウハウなどを生かした学習機会の提供や，

学習を通して，企業・団体等と学習者や地域が結びつく機会の創出 

・「地域の教育活動の担い手の育成」 

活動の中核を担うコーディネーターを育成・支援するプログラムの実施や，学

んだ成果を地域の教育活動へと生かしていくための仕組みづくり 

・「地域学，宇都宮学講座等の充実」 

   郷土愛や住民意識を醸成し，地域づくりやまちづくりに取り組むきっかけとす

るため，地域課題や魅力を再発見・共有する「地域学」，本市独自に創設した宇

都宮の歴史や文化を知る「宇都宮学」などの講座の実施 

 

(4) 学習や活動を支え，促す環境づくりに資する施策 

・「生涯学習センター施設，図書館施設の利用促進」 

生涯学習センター，図書館における部屋の貸し出し等，学習や活動の場を提供

していくとともに，利用のしやすさや利便性を向上させる環境整備 

・「視覚障がい者等の読書を支える図書館サービスの充実」 

   障がいの有無に関わらず読書に親しめる環境を作るため，アクセシブルな資

料・情報の作成・収集・提供や，障がいの種類・程度にあわせた円滑な利用の支

援 

・「図書館レファレンスサービスの利用促進」 

市民や地域の課題解決を支援するため，有用な資料の収集や調べものに役立つ

パスファインダー・ブックリストの提供，レファレンス事例の公開等，レファレ

ンス機能の強化 
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令和５年度 文化行政の基本方針及び重点施策について 

 
◎ 趣旨 

  令和５年度における文化行政の基本方針及び重点施策について協議するもの 
 
１ 基本方針 

東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に，日本固有の歴史や伝統，文化芸術の再

認識と継承・発展，さらには世界への発信など，歴史文化資源を活かした地域活性化の取組が

国主導で推進されている中，「第６次宇都宮市総合計画基本計画」に掲げる「魅力創造・交流の

未来都市」の実現に向け，本市においても，「人」づくりや「デジタル」の積極的な活用を進め

ながら，文化活動環境の充実や文化資源の保存・活用などの課題に取り組むことが求められて

いる。 

こうした時代の潮流・ニーズを的確に捉えながら，「宇都宮市文化振興基本計画」及び「宇都

宮市歴史文化基本構想」に基づき，「文化を身近に感じ，活動できる環境づくり」や「文化をつ

なぐ人材育成」，「宇都宮文化の創造・継承」，「文化を活用したまちづくり」に取り組むととも

に，庁内外の関係機関等との連携のもと，文化の薫るまちづくりを一体的に推進していく。 

 

２ 重点施策 
(1) 文化を身近に感じ，活動できる環境づくりの推進 

市民が暮らしの中に文化を取り入れやすくするため，質の高い文化芸術に触れる機会の創

出や文化芸術活動の発表・鑑賞の場の充実を図る。 

 

・ 市民や子どもたちの文化芸術活動の成果発表や鑑賞機会を提供するため，文化団体や教

育機関と連携して「宇都宮市民芸術祭」や「うつのみやジュニア芸術祭」を開催 

・ 市文化会館において，「東京フィルハーモニー交響楽団演奏会」や「劇団四季公演」な

ど幅広い舞台芸術事業を実施するほか，将来の文化芸術活動の担い手の育成と支援を目的

とし，音響や照明を学ぶ市内専門学校と卒業公演を開催するなど，地域連携事業を実施 

・ 宇都宮美術館において，宇都宮エスペール賞受賞者「藤原彩人（彫刻）」展や，20 世紀

の芸術家たちの南仏での制作にスポットを当てた「画家たちの南仏」展，また，子供から

大人まで人気の作家ヨシタケシンスケの初の大規模個展「ヨシタケシンスケ展 かもしれ

ない」を開催 

・ 宇都宮美術館において，学校・家庭・美術館内で閲覧できる公開用のデータベースの段

階的な整備 

 
(2) 文化をつなぐ人材育成の推進 

本市の貴重な文化資源を守り次世代に引き継いでいくため，担い手や後継者の育成を図る

ほか，伝統文化の保存や継承に取り組む団体の支援を推進する。 

 

・ 将来を担う子どもたちが，様々な伝統文化や芸術に触れる機会を創出するため，「宮っ子

伝統文化体験教室」や「ふれあい文化教室」，「宇都宮美術館訪問鑑賞事業」等を開催 
・ 祭りや民俗芸能，伝統料理など地域固有の伝統文化に対する市民の意識高揚を図るため，

「宇都宮伝統文化連絡協議会」と連携して「伝統文化フェスティバル」や「伝統文化講座」

等を実施 
・ 文化財愛護団体や文化財ボランティアなど市民主体による文化財の保存・活用の取組へ

の支援を推進 
・ 邦楽や茶華道，ダンスなど幅広い文化芸術の振興と担い手の育成を図るため，「宇都宮市
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文化協会」と連携して「ふれあい文化教養講座」や「文化協会まつり」等を実施 
 

(3) 宇都宮文化の創造・継承の推進 
  本市の歴史文化に対する市民の興味関心や理解を深めるとともに，歴史文化資源を地域や 

 社会全体で継承していくため，調査・研究や公開・活用，普及啓発等の取組を推進する。 
 

・ 「宇都宮市歴史文化基本構想」で設定した「中世宇都宮氏」・「交流都市宇都宮」など本

市の歴史の特色や魅力をまとめた８つのストーリーや，宇都宮城の再現ＶＲ（バーチャル

リアリティ）などを活用した歴史文化資源の普及啓発を推進 
・ 令和２年度に創設した「みや遺産制度」により，地域において大切に守り引き継がれて

きた歴史文化資源を市民全体で共有するとともに，保存・活用に取り組む団体への支援を

実施 
・ 地域における文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプランである「文化財保

存活用地域計画」の策定 

・ 日本遺産「大谷石文化」の保存・活用を図るため，官民連携の「宇都宮市大谷石文化推

進協議会」を核に普及啓発や情報発信のほか，ガイド養成による人材育成やサポーター制

度の運用などの環境整備を実施 
・ 大谷地域における奇岩群など自然の景観と大谷石産業から生まれた石切り場跡など特異

な景観を国の重要文化的景観に選定し保護していくため，地域や所有者等の同意を得て，

国への選定の申出を実施 
 

(4) 文化を活用したまちづくりの推進 

文化の持つ価値や魅力を地域活性化に生かしていくため，本市にゆかりのある文化資源を

核とした普及啓発や情報発信等の取組を推進する。 

 

・ 本市の文化資源である「百人一首」を活かしたまちづくりを推進するため，「百人一首市

民大会」「蓮生記念全国競技かるた宇都宮大会」の開催や普及啓発事業を実施 

・ 本市の文化資源である「ジャズ」を中心とした音楽のまちづくりを推進するため，「市民

向けジャズセミナー」や「まちかどピアノ」など普及啓発事業を実施 

・ 全国的にも稀有な「うつのみや妖精ミュージアム」において，妖精資料を活用した企画

展やワークショップ等を実施 

・ 日本遺産「大谷石文化」を活かした歴史文化の理解促進を図るため，「（仮称）宇都宮市

大谷観光周遊拠点施設」における日本遺産構成文化財の写真パネル展示などの普及啓発事

業を実施 



 

 

令和５年度 社会教育関係団体に対する補助について 

 

◎  趣旨 

令和５年度の社会教育関係団体に対する補助金交付にあたり，社会教育委員の会

議から意見を聴取するもの 

 

１ 社会教育関係団体への補助金交付の条件 

（１）本市に事務所を置き，本市域内で社会教育活動を行っている団体 

（２）営利を目的とせず，会員が自主的に運営している団体 

（３）本市社会教育の振興に寄与すると認められる事業を行う団体 

 

２ 社会教育関係団体への補助金額 

    「宇都宮市社会教育関係団体補助金交付要綱」および「宇都宮市社会教育関係団体補助金

補助基準」により定める。 

 

３ 社会教育関係団体への補助金に関する関係法令 

○社会教育法第１３条 

「国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする

場合には，あらかじめ，国にあっては文部科学大臣が審議会等で政令で定める

ものの，地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴

いて行わなければならない。」 

      （補助金交付により市が不当な統制的支配をしていないか，社会教育関

係団体が自主的主体的な活動を行っているか，などの点検の必要性を

示している） 

 

 ４ 令和５年度交付予定団体 

    ・宇都宮市子ども会連合会 

    ・宇都宮市ＰＴＡ連合会 

    ・宇都宮市文化協会 
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 令和４年度 社会教育関係団体の概要及び補助金額 

 

№１（生涯学習課補助） 
 

団 体 名             宇都宮市子ども会連合会 代 表 者 名 石塚 勝 

事 務 局              宇都宮市天神１－１－２４  宇都宮市教育センター内  （TEL６３２－１１５５） 

会 員 数             

(R4.3.31現在) 
（子ども会員）２０，８４９名 （育成者，指導者）１０，６３０名 

目 的             
各地区子ども会育成会連絡協議会（地区子連）相互の連携を強化し，各地区子ども会

活動の活性化に努め，もって次代を担う青少年の健全育成に寄与する。 

（
参
考
）
令
和
３
年
度 

活動内容 

①各種イベントへの参加 

②研修会の開催 

③市子連役員の各委員顧問の会議への出席 

④各地区連合会への助成，ＵＬＣ（宇都宮リーダースクラブ：高校生）への助成  など

成果や 

課題 

①イベントへの参加は，子ども会の活動状況やＵＬＣなどをアピールできる場だが，令和

３年度においても，フェスタmy宇都宮，宮っこフェスタなど，新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により中止となった。花と緑のフェスティバルも同様にコロナで中止とな

ったが，市子連とＵＬＣで協力してシンボルロードの花壇にパンジーを植栽した。 

②７月に「ラジオ体操講習会」，令和４年１月に「県外視察研修」を計画するも，新型コ

ロナウイルス蔓延防止等重点措置発令等により感染拡大により中止とした。 

③関東甲信越静地区の研究協議会や全国の研究大会は中止となったが，社会教育委員や文

化創造財団評議委員会，人づくり推進委員会などの会議に参加した。 

④各地区の子ども会やＵＬＣの活動の活性化を図るため助成費を支出した。 

今後の 

取組方針 

①積極的に市民イベントに参加し，市民の皆様や各種団体へ子ども会の活動状況や必要

性，ＵＬＣの存在や活動状況等をアピールしていく。 

②大きな会場で喚起や参加者の間隔を確保しながら「ラジオ体操講習会」を計画していく

とともに，募集人数を縮小しながら子ども会活動に資する県内施設で「視察研修」を計

画していく。 

③市子連委員が会議への参加を通して広く情報収集を図るとともに，知見を深め，資質向

上に努めることで，市子連運営の活性化を目指していく。 

④各地区の活動の活性化・活発化を図るため，今後も助成支援を継続していく。 

令和４年度の 

補助対象事業 

【事業費】フェスタmy宇都宮等イベントへの出店，指導者育成者研修会（年２回） 

【派遣費】市子連役員各委員顧問の会議 

【助成費】地区子連活動の助成，宇都宮リーダースクラブ（高校生）の育成強化 

備 考             

（類似団体）「青少年育成市民会議」 

青少年の健全育成を図るため市と共催で事業を実施。３９地区青少年育成会と２５団

体で構成。（子ども未来課所管） 

令 和 ４ 年 度 

市 補 助 額 
１，０６２，０００円 



№.2（生涯学習課補助） 
 

団 体 名             宇都宮市ＰＴＡ連合会 代 表 者 名 福田 治久 

事 務 局               宇都宮市天神１－１－２４  宇都宮市教育センター内  （TEL６３２－７８５６） 

会 員 数             

(R4.7.20現在) 
３６，８１６名 

目 的             
単位ＰＴＡ相互の連絡と協力による児童・生徒の健全な育成，各ＰＴＡ組織のさらな

る発展等の共通目的の達成を目指す。 

（
参
考
）
令
和
３
年
度 

活動内容 

①研修会等の開催，参加 

②単位ＰＴＡの活動補助 

③各委員会等の活動 

④広報紙の発行，コンクールの開催    など 

成果や 

課題 

①ＰＴＡ会長向けの研修会や，校長とＰＴＡ会長の相互交流を交えた研修会，指導者向け

の研修会を予定していたが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止した。 

②実施にあたっては感染予防に十分配慮するよう指示し，申請は８校からしかなかった

が，各校のＰＴＡ活動に対する熱意が感じられた。 

③常置委員の活動は，第１回の会議以降，研修会など例年行われていた多くの活動がコロ

ナの影響により中止となった。Ｚｏｏｍを利用したリモート会議を実施できるよう，Ｗ

ｉ-Ｆｉルーターを購入するなど，Ｗｉ-Ｆｉ環境を整備した。 

④リニューアルしたスマホでもアクセスできるホームページの閲覧者は約１年で６０万人

に達し，ＰＴＡ会長対象のアンケート調査もＰＣやスマホで回答できる調査とした。ま

た，コロナ禍での保護者の不安や疑問の解消，保護者と学校の連携が図れるよう，市Ｐ

連広報紙に「市Ｐ連とは」，「コロナ禍におけるＰＴＡ活動」の特集記事を組んだ。 

今後の 

取組方針 

①講演会は極力対面で開催したいので，３密を避けるために参加者を絞り，会場の規模を

大きくする必要がある。また，県外居住の講師の場合は居住地のコロナの感染状況と栃

木県のコロナの感染状況の両方を考慮していきながら実施していく。 

②感染予防策を徹底しながら，より多くの単位ＰＴＡが申請できるよう周知していく。 

③実施に当たっては，必要な会議を少人数で開催するなど，感染予防対策に十分配慮しな

がら進めていく。 

④市Ｐ連の様々な会員に報告できるようホームページの活用を図る。 

令和４年度の 

補助対象事業 

【活動費】・各種研修会の開催および研修会への参加 

     ・単位ＰＴＡへの活動補助 

     ・各委員会等の活動 

     ・広報紙の発行，コンクールの開催     など 

備 考              

令 和 ４ 年 度 

市 補 助 額 
９１７，０００円 



№.3（文化課補助） 
 

団 体 名             宇都宮市文化協会 代 表 者 名 赤澤 豊 

事 務 局             宇都宮市旭１－１－５ 宇都宮市教育委員会文化課内     （℡６３２－２７４６） 

会 員 数             約６００名 

目 的             
芸術及び文化関係者の連絡協調と親睦を図るとともに，広く市民の参加を求め，本市

文化の向上・振興を目的とする｡ 

（
参
考
）
令
和
３
年
度 

活動内容 

①会員・文化関係者間の連絡協調 

②各種講座・教室等の開催 

③イベントの開催，参加 

④広報活動等 

成果や 

課題 

①定期総会や役員会の開催，会報や協会紙の発行などにより，会員や文化関係者等にお

いて連絡協調を図った。 

②ふれあい文化教室（小中学校等への文化芸術講師派遣事業）を８３校１３０回実施し

たほか，スケッチ会や文化探訪の開催など，市民が文化芸術に触れる・学ぶ機会を創

出することができた。 

③会員による文化協会会員展を開催し，本市の文化芸術のＰＲを図ることができた。 

④会報や協会誌を発行して会員及び文化芸術関係者間への情報発信を図ったほか，ホー

ムページでの団体や活動の紹介，各イベント・事業のチラシ・ポスター・市広報紙等

による広報活動に取り組み，広く市民に周知を図ることができた。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により，うつのみや文化の集いや栃木県文化振興大

会の開催が中止となった。 

今後の 

取組方針 

・本市文化の向上・振興を図るため，新型コロナウイルス感染症防止対策を講じなが

ら，引き続き，関係者間の連絡協調や市民が文化芸術に触れる・学ぶ機会の創出，イ

ベントの開催，広報活動などに取り組んでいく。  

令和４年度の 

補助対象事業 

・ふれあい文化教室，スケッチ会，文化探訪，写真教室，文化協会会員展 

・うつのみや文化協会まつり，歌舞伎観劇会，子どもマジック教室， 

 うつのみや文化の集い，栃木県文化振興大会 

・会報，協会誌の発行 など 

備 考              

令 和 ４ 年 度 

市 補 助 額 
１，３０７，０００円 

 



 

令和５年度宇都宮市立小・中学校の「土曜授業」実施予定日一覧 

○各学校の実施日は予定であり，今後変更になる場合があります。 
 

月 日 小学校名 中学校名

4 22 清原中，上河内中，河内中

5 20 国本中央小

3 清原北小

17 桜小

24 篠井小

9 2 富士見小

21 西小 清原中

28 横川中央小，ゆいの杜小 横川中

18 全市一斉実施日（中学校）※上河内中は除く。

25 姿川第二小 上河内中

2 全市一斉実施日（小学校）

9 横川東小

12

11

10

6
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